
（平成２５年９月２６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 8 件



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 7838 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び③に係る標準報酬月額については、当該期間の

うち、平成20年12月から21年３月までは22万円、同年６月は20万円、同年

８月及び同年11月は22万円、同年12月は26万円、22年１月は19万円、同年

２月及び同年３月は22万円、同年６月は20万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

申立期間②及び④については、申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資

格取得日が平成19年３月６日、資格喪失日が22年８月１日とされ、当該期

間のうち、21年10月６日から同年11月６日までの期間及び22年７月６日か

ら同年８月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年

金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、

申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、資格喪失日を22年８月１日とし、申立期間②及び④の標

準報酬月額を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②及び④の厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間⑤については、申立人のＢ社に係る被保険者記録は、資格取得

日が平成22年８月１日、資格喪失日が24年10月11日とされ、当該期間のう

ち、22年８月１日から同年12月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、特例法に基づき、資格取得日を同年８月１日とし、当該期間の標準

報酬月額については、同年８月は17万円、同年９月及び同年10月は20万円、

同年11月は17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間⑤の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

  



                      

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 20 年 12 月１日から 21 年 10 月６日まで 

② 平成 21 年 10 月６日から同年 11 月６日まで 

③ 平成 21 年 11 月６日から 22 年７月６日まで 

④ 平成 22 年７月６日から同年８月１日まで 

⑤ 平成 22 年８月１日から同年 12 月１日まで 

  申立期間①及び③については、Ａ社で実際に支給された給与は、オン

ライン記録より多かったと思う。申立期間②及び④については、同社に

おける厚生年金保険の被保険者期間について誤りが判明した。申立期間

⑤については、Ｂ社における厚生年金保険の被保険者期間について誤り

が判明した。 

  申立期間①及び③については、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。

また、申立期間②、④及び⑤については、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び③については、Ａ社から提出された申立人に係る賃金

台帳により、申立人は事業主により給与から厚生年金保険料が控除され

ていたことが確認できるところ、特例法に基づき標準報酬月額を改定又

は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、上記

賃金台帳で確認できる保険料控除額及び報酬月額から、当該期間のうち、

平成 20 年 12 月から 21 年３月までは 22 万円、同年６月は 20 万円、同

年８月及び同年 11 月は 22 万円、同年 12 月は 26 万円、22 年１月は 19

万円、同年２月及び３月は 22 万円、同年６月は 20 万円に訂正すること

が妥当である。 

なお、平成 20 年 12 月から 21 年３月までの期間、同年６月、同年８

月、同年 11 月、同年 12 月、22 年１月から同年３月までの期間及び同

年６月の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



                      

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当

時）又は年金事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、平成 21 年４月及び同年５月、同年７月、同年９月、22 年４月

及び同年５月の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確認で

きる保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額がオンライン記録

上の標準報酬月額を上回っているとは認められないことから、特例法に

よる保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

２  申立期間②及び④については、Ａ社から提出された申立人に係る賃金

台帳及び雇用保険の記録から、申立人は、当該期間において同社に継続

して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人の当該期間に係る標準

報酬月額については、特例法に基づき、当該賃金台帳で確認できる報酬

月額又は保険料控除額から、22 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業

主が訂正の届出を行っていることから、社会保険事務所及び年金事務所

は、申立人に係る当該期間の標準報酬月額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

３  申立期間⑤については、Ｂ社から提出された申立人に係る賃金台帳及

び雇用保険の記録から、申立人は、同社に継続して勤務し、当該期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、特

例法に基づき、当該賃金台帳で確認できる保険料控除額及び報酬月額か

ら、平成 22 年８月は 17 万円、同年９月及び同年 10 月は 20 万円、同年

11 月は 17 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業

主が訂正の届出を行っていることから、年金事務所は、申立人に係る当

該期間の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7839 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成 15 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13 万

4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年 10 月 31 日から 15 年 11 月１日まで 

 平成 12 年３月１日から 15 年 10 月 31 日までＡ社に勤務していたの

で、厚生年金保険の資格喪失日を同年 11 月１日に訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主が所持している退職届、Ｂ健康保険組合の加入記録及び雇用保険

の加入記録により、申立人はＡ社に平成 15 年 10 月 31 日まで勤務してい

たことが確認でき、また、平成 15 年分賃金台帳から、同年 10 月の厚生年

金保険料が控除されていることが確認できることから、申立人は申立期間

において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る平成 15 年分

賃金台帳により確認できる保険料控除額及び報酬月額から、13 万 4,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

不明としているが、事業主が資格喪失日を平成 15 年 11 月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10 月 31 日と誤っ

て記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10

  



                      

月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7840 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申

立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を昭和 55 年

９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

申立期間②のうち、昭和 56 年３月 31 日から同年 10 月１日までの期間

について、Ｃ社における申立人の資格喪失日は、同年 10 月１日であると

認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、22 万円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年８月 31 日から同年９月１日まで 

          ② 昭和 56 年３月 31 日から同年 11 月１日まで 

 国（厚生労働省）の記録では、Ａ社、Ｃ社及びＤ社に継続して勤務し

ていたにもかかわらず、各社間で異動する際に厚生年金保険の被保険者

期間に空白期間がある。これら３つの会社は全て関連企業であるので空

白期間を厚生年金保険の被保険者期間に訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社に昭和 49 年９月 21 日から勤務

し、１日の空白も無く同社のＥ部門を分社化したＣ社に入社したとして

いるところ、雇用保険の被保険者記録及び同僚の供述により、申立人は、

当該期間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同種の業務に従事していた当時の同僚に照会した結果、

  



                      

申立人の主張したとおりＡ社とＣ社に継続して勤務し、厚生年金保険料

も控除されていたと思うとの供述が得られた上、当該同僚から提出され

た預金通帳によると、申立期間①及びその前後の期間の給与の振込元と

して、「Ｃ」の名称で継続して振り込まれていること、その振り込まれ

ている金額が申立期間①及びその前後の期間でほぼ一定の金額となって

いることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者原票における昭和 55 年７月の記録から、

22 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主は当時の資料等が無いため、保険料を納付したか否かについては

不明であるとしているが、事業主が資格喪失日を昭和 55 年９月１日と

届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年８月

31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年８月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間②のうち、昭和 56 年３月 31 日から同年 10 月１日までの期

間については、雇用保険の被保険者記録、申立人の同僚から提出された

給与振込口座への振込記録及び複数の同僚の供述により、Ｃ社に勤務し

ていたことが認められる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、昭和 57 年１月 18 日に申

立人の 56 年 10 月の定時決定が取り消され、被保険者の資格を同年３月

31 日に喪失したとする処理が行われていることが確認できる上、Ｃ社

が同年３月 31 日に適用事業所ではなくなったとする処理についても 57

年１月 18 日に行われていることが確認できる。 

また、Ｃ社の被保険者の中には、申立人と同様、昭和 56 年 10 月の標

準報酬月額の定時決定の取消し及び被保険者資格を喪失した旨の処理が

57 年１月 18 日に行われているものが多数存在することから、56 年３月

31 日において、同社が厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満

たしていたものと認められ、当該適用事業所でなくなったとする処理を

行う合理的な理由は見当たらない。 

  



                      

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 56 年３月 31 日

に厚生年金の被保険者としての資格を喪失した旨の処理を行う合理的理

由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないこと

から、申立人の資格喪失日は、雇用保険の記録における離職日の翌日で

ある同年 10 月１日であると認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の記録か

ら、22 万円とすることが妥当である。 

 

３ 申立期間②のうち、昭和 56 年 10 月１日から同年 11 月１日までの期

間については、雇用保険の被保険者記録により、申立人が継続してＤ社

に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、同僚から提出された給与振込口座への給与振込記録で

は、昭和 56 年 10 月の給与の記録が確認できない上、社会保険事務所の

記録においてＤ社は同年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、当該期間は同社が厚生年金保険の適用事業所ではないことが確

認できる。 

また、同僚によると昭和 56 年 10 月分の給与は現金で受領したとして

いる上、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認

できる資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として昭和 56 年 10 月１日から同年 11

月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7841 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 37 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年６月 30 日から同年７月１日まで 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ社、Ｂ社に継続して勤務していたに

もかかわらず、厚生年金保険の被保険者期間に空白期間がある。関連企

業間の出向であるので空白期間を厚生年金保険の被保険者期間に訂正し

てほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が保管する申立人に係る労働者名簿から判

断すると、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社

からＢ社へ出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、「当時の資料は無いが、担当者が資

格喪失日を間違えた可能性は否定できない。」と回答していることから、

昭和 37 年７月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

37 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

  



                      

ついては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 37 年

７月１日として届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６

月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生

年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業主は、申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（新潟）厚生年金 事案 7843 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、昭和 57 年１

月から同年９月までは 17 万円、同年 10 月から 58 年 10 月までは 18 万円、

同年 11 月から 60 年７月までは 19 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年１月１日から 60 年８月 19 日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和 57 年１月から 60 年７月までの

標準報酬月額が、支給されていた給与に比べ低いと思う。給料支払明細

書を提出するので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人から提出されたＡ社の給料支払明細書によ

り、申立人が、当該期間においてオンライン記録により確認できる標準報

酬月額を超える報酬月額の支払を受け、報酬月額に基づく標準報酬月額よ

り低い標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、給料支

払明細書で確認できる厚生年金保険料控除額から、昭和 57 年１月から同

  



                      

年９月までは 17 万円、同年 10 月から 58 年 10 月までは 18 万円、同年 11

月から 60 年７月までは 19 万円に訂正することが必要と認められる。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は資料が保管されていないので不明であると回答してい

るが、給料支払明細書で確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録上の標準報酬月額が、長期間にわたり一致していないこと

から、事業主は、給料支払明細書において確認できる保険料控除額に見合

う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当

該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

                                                

  



                      

関東（茨城）厚生年金 事案 7848 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る

記録を申立期間①は 13 万円、申立期間②は 20 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年８月 12 日 

           ② 平成 18 年 12 月 28 日 

  Ａ社に勤務していた期間に支給された賞与のうち、平成 16 年８月支

給及び 18 年 12 月支給の賞与の記録が抜けている。厚生年金保険料も当

該賞与から控除されていたので、調査の上、賞与の記録を追加してほし

い。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 16 年分及び 18 年分賃金台帳により、申立人は、

申立期間①及び②において、同社から賞与を支給され、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記賃金台帳におけ

る厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 13 万円、申立期間②は 20 万

円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間①及び②に係る賞与支払届の提出を失念した

旨を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

  

  



                      

関東（茨城）厚生年金 事案 7851 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における申立期間の標準

賞与額に係る記録を、26 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年６月 22 日 

  Ａ社から、申立期間に係る賞与を支給され、厚生年金保険料を控除さ

れていたにもかかわらず、年金記録に反映されていないことが分かっ

た。正しい記録に訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社が顧問契約を結んでいた労務管理事

務所が保管する賞与支払届一覧表により、事業主から賞与を支給されてい

ることが確認でき、元事務担当者が提出した賞与明細一覧表により、当該

賞与から厚生年金保険料を控除されていることが確認できる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記資料において確認できる

保険料控除額から、26 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、Ａ社は商業登記簿により平成 24 年４月 30

日に解散していることが確認でき、申立期間当時の事業主とも連絡が取れ

ず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 7852 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①から③までの厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における当

該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年 12 月 23 日及び 19 年７月

31 日は 30 万円、同年 12 月 25 日は 31 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 23 日 

           ② 平成 19 年７月 31 日 

③ 平成 19 年 12 月 25 日 

  年金記録によれば、Ａ社における平成 17 年 12 月、19 年７月及び同

年 12 月の賞与の記録が無いが、賞与明細書によると厚生年金保険料が

控除されている。申立期間について、賞与明細書があるので、記録を訂

正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管するＡ社の賞与明細書により、申立人は、申立期間①から

③までにおいて同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認

できる保険料控除額から、平成 17 年 12 月 23 日及び 19 年７月 31 日は 30

万円、同年 12 月 25 日は 31 万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

  



                      

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 

 

  



                      

関東（茨城）厚生年金 事案 7853 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 47 年７月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を４万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年６月 25 日から同年７月１日まで 

  昭和 46 年から 55 年まで継続してＡ社に勤務し、47 年７月１日付け

で同社Ｃ本社から同社Ｄ工場に異動したが、申立期間の厚生年金保険の

被保険者記録が無い。申立期間について、給与から厚生年金保険料を控

除されていたと思うので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ｂ社から提出された回答文書、従業員原簿、申立人の雇用保険の被保険

者記録及び複数の同僚の供述により、申立人はＡ社に継続して勤務し（Ａ

社から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日について、事業主は不明としているが、申立人と同時期に

Ａ社から同社Ｄ工場に異動したとする複数の同僚の供述から判断して、昭

和 47 年７月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における

昭和 47 年５月の事業所別被保険者名簿の記録から、４万 2,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料

  



                      

及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和37年11月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年10月30日から同年11月１日まで 

年金事務所から、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間は厚生年

金保険の被保険者になっていないと言われたが、同社には継続して勤務

しており、給与から厚生年金保険料を控除されていたと思うので、申立

期間について被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、当時、Ａ社に勤務していたとして申立人が名前を挙

げた３人を含む同僚５人に照会したところ、その全員が、会社及び工場の

移転に伴って従業員が異動したが、勤務は継続しており、申立人も継続し

て勤務していたと思う旨回答している。 

また、現在の事業主は、申立期間は、会社がＣ区からＤ市に移転した時

期で、当時の担当者が事業所が適用事業所でなくなった日を誤って届け出

たと考えられるため、当時の従業員全員の厚生年金保険の被保険者資格の

記録が欠落しているが、申立人は継続して勤務していたと考えられると供

述していることから、申立期間において申立人が申立事業所に勤務してい

たと認められる。 

さらに、上記同僚のうち二人が、申立人は申立期間において厚生年金保

険料を給与から控除されていたと思う旨回答している上、現在の事業主は、

被保険者資格の記録の欠落は当時の担当者の届出誤りによるもので、従業

  



                      

員との雇用関係等は変わらないため、申立期間に係る保険料も控除してい

たと考えられると供述している。 

 なお、上記の同僚全員が、Ａ社では、当時、物（Ｅ製品）の製造を行っ

ており、60人くらいの従業員が勤務していたと供述していることから、申

立期間における同社は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件

を満たしていたものと判断される。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立人の申立期間の標準報酬月額は、申立人に係るＡ社における

事業所別被保険者名簿の昭和37年10月の定時決定の記録から、１万円とす

ることが妥当である。 

 なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、現在の事業主が、Ａ社の厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った日を誤って社会保険事務所（当時）に届け出たと考えられるとしてい

ることから、社会保険事務所では、申立人に係る申立期間の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（山梨）厚生年金 事案 7856  

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成８年 11 月１日から９年 10 月１日までの期間及び

同年 11 月１日から 10 年 10 月１日までの期間については、事業主が社会

保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報

酬月額であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額を 38 万

円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 21 年１月１日までの

期間については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、10

年 10 月及び同年 11 月は 38 万円、同年 12 月から 11 年４月までは 34 万円、

同年５月から 12 年３月までは 36 万円、同年４月から 15 年３月までは 38

万円、同年４月から 16 年１月までは 44 万円、同年２月から 20 年 12 月ま

では 41 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年９月から 20 年 12 月まで        

  Ａ社における申立期間に係る標準報酬月額の記録が、実際に支給され

た給与額より低くなっているので記録を訂正してほしい。 

                

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、申立人の平成８年 11 月１日から９年 10 月１日まで

の期間の標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初申立人が主張

する 38 万円と記録されていたところ、10 年６月 23 日付けで、９年 10

月の定時決定を取り消した上で８年 11 月に遡って 19 万円に引き下げら

れていることが確認できる。 

  また、申立人の平成９年 11 月１日から 10 年 10 月１日までの期間の  

  



                      

標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初申立人が主張する 38

万円と記録されていたところ、10 年６月 24 日付けで、９年 11 月１日

に遡って 19 万円に訂正されていることが確認できる。 

  さらに、オンライン記録では、申立人と同時期に入社した 10 人のう

ち９人の同僚も同様に平成 10 年６月 23 日及び同年６月 24 日付けで、

標準報酬月額を遡及訂正する処理が行われていることが確認できる。 

  加えて、Ａ社に係る滞納処分票により、同社は申立期間のうち、平成

９年 11 月から 10 年５月までの厚生年金保険料について滞納していたこ

とが確認できる。 

  これらを総合的に判断すると、平成 10 年６月 23 日及び同年６月 24

日付けで行われた遡及訂正は事実に即したものとは考え難く、社会保険

事務所が行った当該遡及訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録処

理があったとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た記録から、38 万円に訂正する

ことが必要と認められる。 

  

  

  

 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 16 年１月１日までの期間

における申立人提出の総合口座通帳（写し）に記載された給与振込額か

ら推認される報酬月額及び 16 年１月１日から 21 年１月１日までの期間

におけるＡ社から提出された賃金台帳に記載されている報酬月額は、そ

れぞれオンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できる

ところ、同社の社会保険事務担当役員は、同社では、申立期間当時、従

業員の実際の給与支給額より低い報酬月額を社会保険事務所に届出し、

厚生年金保険料は本来の支給額に基づいて給与から控除していたとして

いる。 

また、申立てに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたか否かについては、上記賃金台帳（平成 16 年１月から 20 年 12

月まで）以外に、これを確認できる資料は無いが、申立人と同様に 10

年６月 23 日及び同年６月 24 日付けで、標準報酬月額を遡及訂正する処

理が行われていることが確認できる同僚から提出された同年 10 月から

  



                      

17 年３月まで（12 年２月及び 16 年１月を除く。）の支給明細書では、

当該期間において９年 10 月の定時決定時の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を控除されていることが確認でき、15 年４月から 16 年８月

までの各月において控除されている厚生年金保険料は同一額であること

から、申立人は 10 年 10 月から 15 年３月までは、９年 10 月の定時決定

時の標準報酬月額（38 万円）に基づく厚生年金保険料を、15 年４月か

ら同年 12 月までは、上記賃金台帳に記載された 16 年１月から同年８月

までの各月に控除されている厚生年金保険料と同額の厚生年金保険料を

給与から控除されていたと推認できる。 

以上のことから、申立人の標準報酬月額については、上述の保険料控

除額又は報酬月額から、当該期間のうち平成 10 年 10 月及び同年 11 月

は 38 万円、同年 12 月から 11 年４月までは 34 万円、同年５月から 12

年３月までは 36 万円、同年４月から 15 年３月までは 38 万円、同年４

月から 16 年１月までは 44 万円、同年２月から 20 年 12 月までは 41 万

円に訂正することが必要であると認められる。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を除く。）の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、実際の給与額より低い報酬月額を社会保険事務所

に届け出たとしていることから、その結果、社会保険事務所は、当該標

準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

３ 申立期間のうち、平成７年９月１日から８年 11 月１日までの期間及

び９年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間に係る標準報酬月額につ

いては、申立人提出の総合口座通帳（写し）に記載された給与振込額か

ら推認される報酬月額は、オンライン記録における標準報酬月額を上回

る額であることがうかがえる。 

しかしながら、当該期間における標準報酬月額については、オンライ

ン記録において上記１のような遡及訂正処理の形跡は確認できず、当該

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料（給与

明細書、賃金台帳等）及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と平成７年９月１日から８年 11 月１日までの期間及び９年 10 月１日か

ら同年 11 月１日までの期間について申立人が主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を控除されていたと認めることはできない。 

 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5230 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

 国民年金に加入当初は、国民年金保険料を納付していなかったので、

後日、未納分の保険料を納付するよう通知が届き、このままでは、将来、

年金を受給できなくなると聞いたので、数か月分を数回に分けて遡って

納付した。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入当初は、国民年金保険料を納付していなかっ

たので、後日、未納分の保険料を納付するよう通知が届き、申立期間につ

いては、月 100 円から 150 円の保険料を３か月又は６か月分ごとにまとめ

て、おおむね７回程度納付したと申述しているところ、日本年金機構Ａ事

務センターでは、同事務センターの保管資料である「Ａの国民年金＜十年

のあゆみ＞」から、昭和 40 年代に過年度保険料の徴収対策が実施されて

いたことがうかがわれる旨、回答しているものの、申立人には、当該通知

が届いた時期及び保険料の納付時期についての具体的な記憶が無いため、

保険料の納付状況が不明である。 

また、国民年金被保険者台帳（旧台帳）によると、昭和 40 年４月から

43 年３月までの保険料は、過年度納付されている（納付日は記載されて

いるものの不鮮明な月が多く、台帳保管庁であるＢ年金事務所に照会した

が明確な回答を得ることができなかった。）が、申立人は、19 年で老齢

年金の受給資格期間を満たす者であるところ、過年度納付の記録のある

40 年４月以降、申立人が 60 歳に到達する月の前月（59 年＊月）までの期

  



 

間は、19 年７か月であること、上述した「Ａの国民年金＜十年のあゆみ

＞」によると、「大正３年４月２日から昭和６年４月１日生まれの被保険

者のうち、資格取得時から全く保険料を納付していない者等の未納者に、

受給権確保に重点をおいた徴収計画を策定し、対象者には郵送で納付書と

老齢年金受給資格期間についての説明書を送った」と記載されていること

などを考慮すると、申立人が申立期間の保険料も納付していたとまで推認

するのは困難である。 

さらに、国民年金被保険者台帳（旧台帳）によると、申立人の昭和 43

年度の国民年金保険料は、第１回特例納付制度により、昭和 47 年５月

（日付は不明）及び同年６月 30 日に納付されており、仮に、同制度を利

用して納付した場合の申立期間の保険料額は２万 1,600 円（450 円×48

月）となり、これは、申立人が申述する納付方法から推計する保険料額と

大幅に相違する。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（群馬）国民年金 事案 5231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から３年３月までの期間及び８年 12 月から９年

８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年４月から３年３月まで 

         ② 平成８年 12 月から９年８月まで 

申立期間①については、当時、「学生なのに国民年金保険料を納付し

なければいけないのか。」と母親に質問し、「そういう決まり。」とい

う返答の中で、母親が国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してく

れた記憶がある上、加入期間が平成４年４月の就職前の１年間だけとな

っているのは不自然である。 

申立期間②については、短い期間であっても真面目に厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続を行い国民年金保険料を納付した記憶がある。 

申立期間①及び②に係る国民年金の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、その母が、申立人が学生の時に国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれた記憶がある上、

加入期間が平成４年４月の就職前の１年間だけとなっているのは不自然

であると主張している。 

しかしながら、申立期間①について、申立人は国民年金の加入手続や

保険料の納付に直接関与しておらず、同手続等を行ったとするその母は、

高齢のため申立期間①の保険料の納付時期、納付期間及び納付金額につ

いての記憶が明確ではなく、当時の状況について不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、同記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、平成３年７月頃に払い出されたと推認され、その

  



 

頃に国民年金の加入手続を行ったものと考えられる上、申立人の所持す

る年金手帳の初めて被保険者となった日には「平成３年４月１日」と記

載されていることから、申立期間①については、国民年金の未加入期間

であり、制度上保険料を納付することはできない。  

さらに、申立人は国民年金の加入期間が就職前の１年間だけとなって

いるのは不自然であると主張しているが、制度上学生が国民年金に強制

加入とされたのは平成３年４月１日からであり、学生だった申立人が年

金手帳に記載されている同年４月１日から国民年金に加入していること

に不自然さはない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、短い期間であっても真面目に厚生年

金保険から国民年金への切替手続を行い国民年金保険料を納付した記憶

があるので、同期間についても納付していると主張している。 

しかしながら、申立人は、申立期間②に係る国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関する記憶が明確でなく、これらの状況が不明である。 

また、オンライン記録から、申立期間②については、国民年金に未加

入とされており、当時においても未加入期間であったことが推認され、

制度上保険料を納付できなかったと考えられる。 

なお、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光

学式文字読取機（ＯＣＲ）による入金等、事務処理の機械化が図られた

上、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間②に

おいて記録漏れや記録誤りの生じる可能性は極めて低くなっていると考

えられる。 

  

３ 当委員会において、オンラインの氏名検索等により調査したが、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない上、

申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 

 

 

  



関東（栃木）厚生年金 事案 7842（栃木厚生年金事案 1177 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 61 年７月 11 日から 63 年５月１日まで 

Ａ社に勤めていた期間のうち、昭和 63 年２月から同年４月までの給

料支払明細書が新たに見つかったので、正しい標準報酬月額の記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、当該期間の報酬月額及び保険料控除額が不明であ

ることなどの理由により、既に年金記録確認栃木地方第三者委員会（当

時）の決定に基づく平成 22 年 10 月 14 日付け年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間のうち昭和 63 年２月から同年４月までの３

か月分の給料支払明細書が新たに見つかったとして、申立期間の標準報酬

月額の相違について申し立てているところ、申立人から提出された給料支

払明細書に記載されている給与支給額によると、申立人が主張するとおり、

当該支給額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を上

回っていることが確認できる。 

しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除

していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなるところ、当該給料支払明細書に記載され

ている保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬

  



月額と同額であることから、特例法による保険給付の対象に当たらないた

め、あっせんは行わない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 

                                                

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7844 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月 16 日から同年４月１日まで 

私は、昭和 45 年２月 16 日にＡ社に入社したが、厚生年金保険の被保

険者資格は、Ｂ社Ｃ部で同年４月１日に取得している。申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｄ健康保険組合から提出された被保険者照会

の回答及びＢ企業年金基金から提出された「退職慰労金・退職年金（一時

金）計算書」により、申立人が申立期間において、Ｂ社に勤務していたこ

とは認められる。 

しかしながら、Ｂ社は、申立期間当時、おおむね３か月間の試用期間を

設けていたとしている上、試用期間中における厚生年金保険の加入及び保

険料の控除については不明としている。 

また、申立期間当時勤務していた同僚の多数の者は、記憶している入社

日と厚生年金保険の被保険者資格取得日は一致しない上、これらの同僚は、

「申立期間当時、試用期間があり、厚生年金保険に加入するのは正社員に

なってからであった。」としている。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東（群馬）厚生年金 事案 7845 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年 10 月 22 日から 26 年５月 15 日まで 

② 昭和 27 年２月１日から同年６月５日まで 

③ 昭和 31 年７月１日から同年 12 月１日まで 

④ 平成７年６月 26 日から８年７月 31 日まで 

申立期間①については、Ａ社の下請であったＢ区Ｃ地区に所在するＤ

社に勤務していた。同社ではＥ（傷病名）で入院し、健康保険で治療し

たと思うので厚生年金保険に入っていたと思う。申立期間②については、

Ｆ社に勤務していたが、給与から厚生年金保険料を引かれていたと思う。

申立期間③については、Ｇ社に勤め、会社に出入りしていた営業の人と

厚生年金保険料等の控除が多いと話をした記憶がある。申立期間④につ

いては、Ｈ社で一緒に勤務していた同僚が年金をもらっていると聞いた

ので自分も厚生年金保険に入っていたと思う。 

以上の全ての申立期間において、厚生年金保険料を控除されていた資

料等は無いが、調査の上、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人はＡ社の下請であったＢ区Ｃ地区に所在

するＤ社でＩ製品を作っていたと述べているところ、申立期間当時、同

社に勤務していた複数の同僚の供述と申立人が記憶していた勤務場所及

び業務内容等が一致していることから、期間の特定はできないものの申

立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｄ社は、昭和 46 年 10 月 20 日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっており、事業主への照会ができない上、申立期間に同

  



社で在籍が確認できる複数の同僚への照会においても申立人を記憶して

いるとする供述は得られなかった。 

また、上記複数の同僚の供述及びＤ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の記録により、同社においては申立期間当時、入社してから

厚生年金保険に加入するまで数か月を要していることが認められる。 

さらに、Ｄ社に係る上記被保険者名簿において申立人の名前は確認で

きず、健康保険の番号に欠番も無い。 

 

２  申立期間②について、申立人はＦ社に勤務していたと申し立てている

ところ、当該期間に係るＦ社の健康保険労働者年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人が記憶している事業主及び複数の同僚の名前が確認でき

る上、申立人が同僚として名前を挙げた者を記憶している同僚がいるこ

とから、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたこ

とはうかがえる。 

しかしながら、上記同僚は「申立人については記憶が無い。」として

いる上、Ｆ社は平成 13 年に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、事業主へ照会したものの、回答が得られない。 

また、Ｆ社に係る上記被保険者名簿では、昭和 27 年に厚生年金保険

の被保険者資格を取得した者の中に申立人の名前は確認できず、健康保

険の番号に欠番も無い。 

さらに、申立人が名前を記憶していた上述の同僚についても、Ｆ社に

おいて厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

 

３  申立期間③について、申立人はＧ社に勤務していたと申し立てている

が、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 32 年３月 30

日であり、申立期間は適用事業所となっていないことが確認できるとこ

ろ、同日に同社で資格取得している被保険者の大半が、同日までＪ社に

おいて、厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できる。 

これについて、Ｇ社の元事業主に照会を行ったところ、「Ｊ社は、同

系列の会社であり、Ｇ社で当時組合活動があったため、組合の無いＪ社

で社員を受け入れ、厚生年金保険に加入させていた。」と供述している。 

また、Ｊ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保

険被保険者記号番号払出簿によると、申立人が同社の被保険者となった

のは、昭和 31 年 12 月１日であり、申立人の同社におけるオンライン記

録と一致していることが確認できる。 

さらに、同僚の一人は、Ｊ社においては数か月の見習期間があり、当

該期間は厚生年金保険に加入していなかったと供述している。 

加えて、Ｇ社は、昭和 34 年に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

  



ており、事業主からは、申立てに係る事実を確認できる資料及び供述を

得ることができない。 

 

４ 申立期間④について、申立人は複数の同僚の名前を挙げ、当該同僚と

一緒にＨ社に勤務し厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、事業主は「申立人の社会保険及び雇用保険の加入の形

跡が無いため、在籍が確認できない。」としている上、複数の同僚照会

を行ったが、申立人を覚えているとする回答は得られなかった。 

また、申立期間当時、申立人は 63 歳であるところ、その当時、同社

に勤務していたことが確認できる同僚の一人は、「50 歳ぐらいで入社

した人は、そのまま 63 歳ぐらいまで厚生年金保険に加入することはあ

るが、60 歳前後で採用された人は最初からパート勤務で厚生年金保険

には加入させていなかった。」と供述している。 

 

５ このほか、全ての申立期間において、申立人が厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料

は無い。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  



関東（茨城）厚生年金 事案 7846（茨城厚生年金事案 53 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年７月 16 日から 58 年４月 16 日まで 

Ａ社に昭和 55 年５月から勤務（勤務地は、Ｂ事業所）していたのに、

厚生労働省の記録によると、同社における厚生年金保険の資格取得日が

58 年４月 16 日になっている。 

納得できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

なお、今回の申立てについては、年金記録確認茨城地方第三者委員会

（当時）からの通知文の内容に納得ができないこと、また、同じ職場の

先輩で自分よりも前にＡ社に入社しＢ事業所で勤務していた同僚が、同

社において昭和 56 年７月 16 日に厚生年金保険の資格を取得しているの

で、私も同じ日から厚生年金保険に加入していると思われることから、

申立期間を変更して再申立てを行うものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る当初の申立て（申立期間は昭和 55 年５月から 58 年４月 16

日まで）については、雇用保険の加入記録により、56 年６月 16 日以降同

社に勤務していたことは確認できるものの、事業主の回答及び申立人が申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実

を確認できる給与明細書等の資料が無いことなどから、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険料控除を確認できないことを理由に、既に年金記録確

認茨城地方第三者委員会の決定に基づく平成 20 年９月 18 日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間を昭和 56 年７月 16 日から 58 年４月 16 日ま

での期間に変更して申し立てていることから、周辺事情を含め改めて調査

  



を行った。 

しかしながら、Ａ社において、申立人が勤務地及び仕事内容が同じだっ

たとしている同僚、申立期間に厚生年金保険の被保険者資格を取得してい

る者及び申立人と同じ資格取得日（昭和 58 年４月 16 日）の者に照会を行

ったが、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての供述は

得られなかった。 

また、今回の申立てについて、申立人からは新たな資料等の提出は無く、

このほかに年金記録確認茨城地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情も見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7847 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年２月１日から同年４月６日まで 

           ② 昭和 58 年２月１日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②に

係る厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立期間①及び②において、

間違いなく勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録から、申立人は申立期

間にＡ社に継続して勤務していたことが推認できる。 

  しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になったのは、申立

人の同社における資格取得日と同日の昭和 49 年４月６日であり、申立

期間は、同社が適用事業所になる前の期間である。 

  また、Ａ社の本部で財務を担当していたとしている同僚は、「厚生年

金保険の適用事業所となる許可がなかなか下りなかったようであるが、

適用事業所となる前の期間の厚生年金保険料は、給与から控除はしてい

ない。」と供述している。 

さらに、申立人が、同じ職場を退職した後、一緒にＡ社に入社したと

している同僚（雇用保険の資格取得日は申立人と同日の昭和 49 年１月

20 日）は、前勤務先での厚生年金保険の資格喪失日から申立事業所で

の同資格取得日まで国民年金に加入し、当該保険料を納付していること

がオンライン記録により確認できる上、別の同僚（雇用保険の資格取得

日は 48 年 11 月 15 日）も同様に、当該期間の国民年金保険料を納付し

ていることが確認できる。 

  

  

  



 

２ 申立期間②について、Ｂ社から提出された申立人に係るＣ人事カード

（履歴書兼用）により、「入社年月日昭和 58 年２月１日」、「解職年

月日昭和 58 年８月 31 日」の記載が確認できることから、申立人が同年

２月１日から同年８月 31 日までは、同社に勤務していたことが認めら

れる。 

しかしながら、Ｂ社は、「申立期間である昭和 58 年２月１日から同

年６月 30 日までの期間は『Ｄ』という厚生年金保険加入の適用対象外

の職階であったため厚生年金保険に加入させず、厚生年金保険料も控除

していない。」と回答しているところ、上述の人事カードにより、申立

人は、同年６月 30 日までは「Ｄ」という職階であったことが確認でき

る。 

また、申立人が名前を記憶していた同僚は、「申立人の記憶は無いが、

Ｅ職員は、入社してすぐには厚生年金保険に加入できない。」と供述し

ている。 

これらのことから判断すると、Ｂ社においては、Ｅ職員を入社と同時

に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社してから数か月後に

加入させていたことがうかがえる。 

 

３ このほか、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

また、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年３月 30 日から同年 11 月５日まで 

私は、昭和 27 年 10 月１日にＡ社に入社し、その後Ｂ社を経て、Ｃ社

を退職するまでＤ職として、同じ勤務地で継続して勤務していた。 

厚生年金保険の記録に空白期間は無いはずなのに、Ａ社に勤務してい

た期間のうち、申立期間についての厚生年金保険の加入記録が無い。給

料から保険料を控除されていたと思うので、当該期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が名前を記憶しており、申立人と同日付けでＡ社に入社し、Ｂ社、

Ｃ社を通して一緒に勤務していたとしている同僚が、「申立人は、申立期

間は間違いなく勤務していた。」と証言していることから、申立人は、申

立期間にＡ社に継続して勤務していたことは推認される。 

 しかしながら、Ａ社は、昭和 28 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっており、申立期間のうち、同年 10 月１日から同年 11 月５日

までは適用事業所では無くなった期間である上、当時の事業主の所在及び

生存が不明であることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生

年金保険料の控除等を確認することができない。 

 また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と

同じ昭和 27 年 10 月１日に資格取得している者は 12 人で、そのうち 11 人

が申立人と同日の 28 年３月 30 日に資格喪失していることが確認できると

ころ、同日で資格を喪失している同僚は、「特に会社を辞めたというわけ

ではない。経営のやり方が悪かったのか、仕事がなくなり、職場に行って

もすることがないので、自然に出社しなくなった。解散のような感じであ

 

  

  

 



った。」と供述している。 

  さらに、前述の同僚は、「私は、申立人と同じ昭和 27 年 10 月にＡ社に

入社し、Ｃ社を 35 年５月末に退職するまで継続して勤務していたが、申

立人と同様、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。」と供述してい

る。 

  加えて、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録は、

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録と一致しており、当

該記録の訂正が行われた形跡も見当たらない。 

  このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立期

間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7850 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年１月１日から同年 12 月 31 日まで 

           ② 昭和 34 年１月１日から同年 12 月 31 日まで 

申立期間①について、私はＡ県Ｂ町の世話役の紹介で同郷の人、７人

から８人で、Ｃ作業員としてＤ県Ｅ区にあったＦ社（現在は、Ｇ社）に

勤務し、住まいはＥ区の同社の寮で同郷の同僚と一緒であった。 

申立期間②について、職業安定所の紹介により、Ｅ区にあったＨ社に

Ｉ職として勤務した。 

申立期間①及び②ともに給与は日払いだったが、厚生年金保険料を給

与より控除されていた記憶があるので、厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は同郷の同僚とともに、Ｄ県Ｅ区のＦ社

に勤務し、日払いの給与から厚生年金保険料が控除されていたと供述し

ているところ、申立期間当時、同社に勤務していた複数の同僚が、申立

人の名前を記憶していることから、期間の特定はできないものの、申立

人が同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｇ社では、昭和 39 年以降しか人事記録等の資料は残

っておらず、申立人の勤務状況及び給与からの厚生年金保険料控除につ

いては不明としている。 

また、申立期間に係る申立人の雇用保険の加入記録は確認できない上、

申立人が当時一緒の寮に住んでいた同郷の同僚についてもＦ社における

厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

さらに、申立期間当時のＦ社の社会保険事務担当者は、「当時、手取

  



りの現金が少なくなるのを嫌い、厚生年金保険に加入しない人が多数い

た。私が担当していた中では、申立人の加入手続をした記憶は無い。」

と供述している。 

加えて、Ｆ社の事業所別被保険者名簿の昭和 32 年４月１日から 35 年

２月１日までの期間を確認したが申立人の名前は見当たらず、健保証の

番号に欠番も無い。 

 

２ 申立期間②について、申立人は職業安定所の紹介によりＥ区にあった

Ｈ社に勤務し、日払いの給与から厚生年金保険料を控除されていたとし

ている。 

しかしながら、申立期間に係る申立人の雇用保険の加入記録は確認で

きず、Ｈ社では申立期間当時の資料は見当たらないとしており、申立人

の勤務状況が確認できない上、同社に在籍が確認できる複数の同僚への

照会においても申立人を覚えているとする供述は得られなかった。 

  また、申立人と同じＩ職として勤務していた同僚は、「職業安定所の

紹介で来た人は日雇であり、厚生年金保険には加入していなかった。」

としており、ほかの同僚の一人は、「会社内の人の推薦などで入社した

人はすぐに正社員になれたが、普通の人が正社員になるには半年から一

年はかかる上、誰でも正社員になれるというものではなかった。」と供

述している。 

さらに、Ｈ社の事業所別被保険者名簿の昭和 32 年１月から 35 年１月

21 日までの期間を確認したが申立人の名前は見当たらず、健保証の番

号に欠番も無い。 

 

３ このほか、全ての申立期間において、申立人が厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料

は無い。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年４月１日から同年６月 21 日まで 

申立期間について、給与明細で確認できる報酬月額と、日本年金機構

からのお知らせで確認できる標準報酬月額が違う。申立期間の標準報酬

月額に係る記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

ては、当初、20 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所ではなくなった平成 10 年６月 26 日よりも後の同年 10 月 23 日付

けで、遡って９万 2,000 円に減額されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人の妻は、「会社の経営は夫と義兄が行っていたの

で、社会保険のことも、夫か義兄がやっていたと思う。」と供述している。 

また、Ａ社に係る閉鎖登記簿謄本により、申立人は平成 10 年３月２日

付けで代表取締役を辞任しており、当該遡及減額処理が行われた同年 10

月 23 日の時点で代表取締役でないことが確認できるが、申立人の妻は、

義兄や同僚に照会しないでほしいとしていることから、上記のほか申立期

間当時の申立人の同社での業務内容について確認することができない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、標準報酬月額の減額訂

正処理について職務上関与していたと考えられ、当該処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  




